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1事業者に対する
補助金上限額 150万円

60万円
30万円

終了しました



１．助成対象者
①兵庫県内に本社を有する中小企業者、ただし「みなし大企業」に該当する場合は除く

②地域団体商標に係る外国出願については、事業協同組合その他の特別の法律により設立され
た組合、商工会、商工会議所及びＮＰＯ法人

２．助成対象出願

応募時点で日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標を出願完了しており、交付決
定後（採択後）に同内容の外国出願（特許協力条約に基づく国際出願（PCT 出願）における国内
移行や、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際意匠出願、マドリッド協定議定書に基づ
く国際商標登録出願（マドプロ出願）を含む）を行う予定のもの。

３．助成の条件
①外国特許庁への出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること。
②2024年1月31日までに外国出願を完了し、実績報告書を提出すること。
③本事業に係る書類提出について、出願業務を依頼する弁理士の協力を得られること。
④本事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力すること。
⑤ジェトロで同一案件の申請を行っていないこと。（併願不可）

４．補助率・補助上限額
補助率： 補助対象経費の１／２以内
1事業者に対する上限額： ３００万円
案件ごとの上限額： 特許１５０万円

実用新案・意匠・商標６０万円
冒認対策商標：３０万円

５．助成対象経費
採択後に発生した、外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用 等

詳細は募集要領を御確認ください。募集要領は、新産業創造研究機構のホームページを
（https://www.niro.or.jp/）ご覧ください。

募集の概要

～申請から補助金交付までの手続きの流れ～
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